
                    

ニューデリー日本人学校ＰＴＡ規約 

                                              

                                  第１章 名称及び事務所 

                                              

第 １ 条  この会は「ニューデリー日本人学校ＰＴＡ」という。                            

 

第 ２ 条   この会は事務所を日本人学校（以下学校）に置く。    

                                              

                                  第２章 目的及び活動 

                                              

第 ３ 条   この会は父母と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童生徒の幸福な成長
を図ることを目的とする。            

 

第 ４ 条  この会は前条の目的を遂げるために次の活動を行う。                            

  （１）会員相互の教養を高め、親睦を図る。  

  （２）家庭と学校との緊密な連絡によって児童生徒の生活を指導する。          

  （３）児童生徒の教育及び生活環境の改善を図る。                          

  （４）国際理解に努める。                 

      （５）その他、目的を達成するために必要と認められる活動を行う。            

                                              

                                      第３章 方 針 

                                              

第 ５ 条  この会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。          

  （１）特定の宗教、政党にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とするような行為 

は行わない。                  

  （２）学校の人事、その他管理運営には干渉しない。                            

                                              

                                      第４章 会 員 

                                              

第 ６ 条  この会の会員となることのできる者は次の通りとする。                          

  （１）日本人学校に在籍する児童生徒の父母、または、それにかわる保護者。      

  （２）日本人学校の校長、教頭及び教員。     

 

第 ７ 条  この会についての会費は徴収しないものとする。                                

 

第 ８ 条  会員は、すべて平等の権利と義務を有する。                                    

                                              

                                      第５章 役 員 

                                              

第 ９ 条   この会の役員は次の通りとする。会長１名、副会長２名、書記１名、校長、教頭  

      これらの役員は、役員が必要と判断した場合に限り、他の役員・委員を兼ねることができ

る。 

                      

第１０条   役員は総会において選出される。      

 

第１１条   役員の任期は１年とする。              

 

第１２条   会長は本会を代表し、次の職務を行う。  

  （ｌ）総会及び各委員会を招集する。       



  （２）各委員長及び委員を委嘱する。       

 

 

第１３条   副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。              

 

第１４条   書記は次の職務を行う。              

   （１）総会及び運営委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。        

   （２）記録、通信その他の書類を保管する。  

   （３）会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。                              

   （４）必要により会報を作成し、会員に配布する。                            

 

第１５条   役員の選出にあたっては、次の手続きにより行う。                          

   （１）公示及び立候補者の公募を行う。     

   （２）公募により立候補者が整った場合には告示と選挙を行う。                  

   （３）公募により立候補者が伴わない場合、推薦による候補者の告示と選挙を行う。 

   （４）選挙は全会員の投票により行う。     

   （５）開票は役員が行い、会員に結果を告示する。                              

   （６）役員の改選は２月の PTA 総会までに行う。           

   （７）総会で役員を承認する。             

         （８）もし会長、副会長、書記が帰国等により欠けたる場合には、選挙で次点の者が繰り 

あがり、その任に就くものとする。  

                                              

                                  第６章 委員会と任務 

                                              

第１６条   本会には次の委員会を置く。  

   （１）学年委員会                         

   （２）バス委員会  

２ 各委員会には委員長及び副委員長を置くこととし、互選の後、会長が委嘱する。ただし、    

委員長が欠けた場合には、副委員長がその任に就き、副委員長を委員の中から互選する。 

     ３ バス委員会は実行委員長、実行副委員長、運行委員長、運行副委員長、バス委員をもって
組織する。また、バス実行委員長はバス委員長を、バス運行委員長はバス副委員長を兼ねる
ものとする。  

                            

第１７条  各委員会は主として次のことを行う。  

（１） 学年委員会は学年間の密接な連絡を図り、児童生徒の教育・教養の向上に協力し、 
PTA主催行事の企画運営・学校行事の支援を行う。        

（２）バス委員会はバス運営委員会と連携し、スクールバスの運行・調整、安全対策等の企 

   画運営を行う。                      

                                         

第７章 総 会 

                                              

第１８条   総会は全会員をもって構成される会の最高議決機関とする。                    

 

第１９条   総会は定期総会及び臨時総会とする。  

   （１）定期総会は４月、２月とする。   

   （２）臨時総会は運営委員会が必要と認めたときに開催する。      

（３）全役員が認めた場合、定期総会の開催時期は変更することができる。  

（４）総会は、オンライン会合または書面（電磁的記録物を含む）で行うことができる。 

                

 

 

第２０条   定期総会は、次の事項を議決または承認する。                                

   （ｌ）役員決定に関すること。               



   （２）事業計画に関すること。               

   （３）事業報告に関すること。               

   （４）その他必要な事項。                   

 

第２１条   総会は、会員の家庭数の３分の２以上の出席がなければ、会議を開き、議決することはで        

きない。                        

 

第２２条  総会の議長は会員の中から選出し、議事は出席者の過半数で決する。            

                                              

                                第８章 運 営 委 員 会 

                                              

第２３条   運営委員会は会長、副会長、書記、各委員長、副委員長、校長、教頭及び教務主任をもっ        

て構成し、次の事項を行う。      

   （ｌ）事業の企画推進を図り、次の事項を行う。                              

   （２）各委員会の活動状況の報告並びに調整を行う。                            

   （３）日本人会関連行事への協力体制を確立するための協議を行う。              

   （４）その他、必要な事項の協議を行う。   

 

第２４条   運営委員会は、会長が必要と認めたとき及び構成員の３分の１以上の要求があったときに        

開催する。   

 運営委員会は、オンライン会合または書面（電磁的記録物を含む）で行うことができる。 

             

第２５条   運営委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ、その会議を開き、議決することは        

できない。                     

 

第２６条  運営委員会の議事は、出席者の過半数で決する。                              

                                                                                           

                                    第９章 規約の改正 

                                              

第２７条  この規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正することができな        

い。                           

第２８条  この規約は、昭和４１年７月２６日より効力を発するものとする。              

 

第２９条  （規約の経過） 

     （１）この規約を一部改正し、平成 ８年４月１日より実施する。 

         （２）この規約を一部改正し、平成２０年４月１日より実施する。 

         （３）この規約を一部改正し、平成２４年４月１日より実施する。 

         （４）この規約を一部改正し、平成２６年４月１日より実施する。 

（５）この規約を一部改正し、令和 ２年４月１日より実施する。 

（６）この規約を一部改正し、令和 ３年４月１日より実施する。 

（７）この規約を一部改正し、令和 ５年４月１日より実施する。 

 


